
建設業許可を取り消した建設業許可業者について，建設業法第29条の５第１項の規定により，次のとおり公告します。

令和2年10月28日

【注意事項】

・廃業届の提出による取消処分であり，違法行為等による取消処分ではありません。

・一覧にある業者の中には，一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。

１　処分の内容

　建設業法第29条第１項の規定による取消し

２　処分の原因となった事実

　建設業を廃業した旨の届出があり，このことが，建設業法第29条第１項第４号の規定に該当する。

３　処分年月日，許可番号，商号又は名称，代表者氏名，主たる営業所の所在地及び取り消した許可

　次の表のとおり

　※処分年月日時点の状況です。

処分年月日 商号又は名称 代表者
全部廃業又は
一部廃業

取り消した許可業種

令和2年8月6日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 21432 号近末建設 近末　勝 広島県安芸郡熊野町 呉地４－２２－１８ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月7日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 38000 号呉伸工業（株） 岡本　祐一 広島県呉市 吉浦新町２－２－１７ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月7日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 10097 号 （株）中谷建設工業 中谷　和紀 広島県呉市 中央３－３－１７ 一部廃業 土，と

令和2年8月7日 広島県知事 （ 特 － 30 ） 第 38830 号隆起建築工房（株） 平畑　隆浩 広島県三原市 久井町和草４８５－２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月11日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 1643 号 （株）トモタニ 友谷　浩幸 広島県竹原市 竹原町３５７２ 一部廃業 消

令和2年8月11日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 33265 号 （有）高木工務店 高木　寛之 広島県東広島市 西条東北町５－１２ 一部廃業 建，左，と，石，屋，タ，鋼，鉄，板，ガ，塗，防，内，
絶，具，解

令和2年8月12日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 13266 号 （有）野田設備工業 野田　徳文 広島県府中市 出口町１６－８ 一部廃業 消

令和2年8月14日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 37833 号 ライズ建設 田中　大策 広島県広島市安佐南区 長楽寺１－７１－２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月14日 広島県知事 般特 1 第 24143 号 （株）ヤマサキ 道口　撮美 広島県江田島市 江田島町秋月３－１－６ 一部廃業 舗，しゅ，園

令和2年8月18日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 19897 号 （有）河上工業所 河上　節男 広島県尾道市 美ノ郷町三成３２２８－２ 一部廃業 土，と，石，鋼，舗，しゅ，水

令和2年8月18日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 27519 号対厳建設（株） 堀場　剛 広島県廿日市市 対厳山３－２－１５ 一部廃業 建

令和2年8月21日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 38656 号 キャスト住建 山根　直記 広島県安芸郡府中町 浜田２－１１－１－２０４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月19日 広島県知事 （ 特 － 29 ） 第 32200 号 （株）福祉スタジオ 新原　俊男 広島県広島市東区 尾長西２－７－６ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月19日 広島県知事 （ 般 － 27 ） 第 33184 号 （株）ウチダ 内田　達三 広島県広島市西区 草津東１－２－１６ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月21日 広島県知事 （ 般 － 27 ） 第 35425 号日輝トラスト 岩岡　雪野 広島県東広島市 志和町志和掘３２４６－６ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月26日 広島県知事 （ 般 － 27 ） 第 25630 号 （有）協栄建装 武田　純治 広島県安芸郡熊野町 新宮２－１６－１８ 一部廃業 建

令和2年8月26日 広島県知事 （ 般 － 27 ） 第 35530 号 Ａ．Ｓ．Ｋ 大石　明功 広島県呉市 阿賀南５－６－３ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和2年8月27日 広島県知事 （ 般 － 27 ） 第 35464 号 ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＬＩＮＫ（株） 汐中　敏樹 広島県広島市中区 広瀬北町３－１１和光広瀬ビル２Ｆ 一部廃業 建，大，左，と，石，屋，タ，鋼，筋，板，ガ，塗，防，
絶，具

※ 上記略字の工事業名は以下のとおり

主たる営業所の所在地許可番号

公告

「土」土木工事業，「建」建築工事業，「大」大工工事業，「左」左官工事業，「と」とび・土工工事業，「石」石工事業，「屋」屋根工事業，「電」電気工事業，「管」管工事業，「タ」タイル・れんが・ブロック工事業，「鋼」鋼構造物工事
業，「筋」鉄筋工事業，「舗」舗装工事業，「しゅ」しゅんせつ工事業，「板」板金工事業，「ガ」カラス工事業，「塗」塗装工事業，「防」防水工事業，「内」内装仕上工事業，「機」機械器具設置工事業，「絶」熱絶縁工事業，「通」電
気通信工事業，「園」造園工事業，「井」さく井工事業，「具」建具工事業，「水」水道施設工事業，「消」消防施設工事業，「清」清掃施設工事業，「解」解体工事業


